
別紙２（令和6.4.1改正）
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人 60 人 人 18 人 人 20 人

正規職員
（※１）

正規職員
以外（※
２）

派遣労働
者（※３）

1 59 有 〇 250,000 東京都千代田区

2 44 有 〇 東京都品川区

3 43 有 〇 230,000 埼玉県さいたま市

記載については裏面の注意書きをご覧ください

安定　三郎 昭和56年3月12日 1301-000000-0 令和6年6月10日

厚生(雇用)　一男 昭和40年1月1日 1301-000000-0 令和6年5月31日

労働　花子 昭和55年2月11日 1301-000000-0 令和6年5月31日

うち雇用保険
の被保険者数

（※６）

うち雇用保険の
被保険者数
（※６）

人人

再就職
援助希
望の有
無

雇用形態（該当する者に○印を
付してください。）

うち雇用保険の
被保険者数
（※６）

居住地
（市町村まで）（※５）

計 画 対 象 労 働 者 に 関 す る 一 覧

総計
100

うち正規職員（※１） うち正規職員以外（※２） うち派遣労働者（※３） うち45歳以上70歳未満

番号 氏名 生年月日 年齢 雇用保険被保険者番号

前月に支払われ
た賃金（円）
（※４）

（本人同意を得て
記載）

離職予定日
(年月日)



（別紙２）（対象労働者に関する一覧）（裏面）

【記載上の注意】

※１ 「正規職員」・・・・・・・勤め先で一般職員又は正社員等と呼ばれている者（派遣労働者を除く）

※２ 「正規職員以外」・・・「正規職員」「派遣労働者」以外の者であって、勤め先でパート、アルバイト、契約社員、嘱託、期間工等の名称で呼ばれている者

※３ 「派遣労働者」・・・・・労働者派遣事業所において雇用されている派遣労働者

※４ 「前月に支払われた賃金（円）」欄は以下に留意の上、記載してください。

※５ 「居住地」については、対象者の居住地を管轄するハローワークへの情報提供としてのみ利用します。うち雇用保険の被保険者数

※６ 「うち雇用保険の被保険者数」・・・基本的には（※１）、（※２）、（※３）と同数を記載してください。なお、同数にならない場合は、本来は雇用保険の被保険者資

格を取得すべき労働者であるにもかかわらず、雇用されてから間もないうちに（雇用保険被保険者資格取得届の法定提出期限到来前に）予期せぬ倒産等により離

職せざるを得なくなり、当該労働者における雇用保険の被保険者資格が取得されていなかった場合等があります。この場合、遡及して雇用保険の被保険者資格の

取得手続を行わせることになりますので、速やかにハローワーク窓口へご相談ください。

イ 記載された賃金額が、再就職援助計画対象労働者証明書に記載されることについて、対象労働者本人の同意を得て記載してください。記載された賃金は、早期再就職

支援等助成金（雇入れ支援コース）の賃金上昇要件の確認指標となりますので、対象労働者本人に対して、再就職援助計画のリーフレットやパンフレットを用いて、

説明してください。対象労働者本人の同意を得ることができない場合は、空欄で提出してください。

ロ 記載された賃金は、早期再就職支援等助成金（雇入れ支援コース）の賃金上昇要件の確認指標となります。

ハ 本計画の提出日の直近の賃金支払日に支払われた「毎月決まって支払われる賃金」を記載してください。｢毎月決まって支払われる賃金｣とは、時間外手当及び

休日手当を除いた、毎月決まって支払われる基本給及び諸手当を言います。

（労働協約、就業規則又は労働契約において明示されているものに限ります。）

諸手当に含むか否かは以下によります。

（ｲ）諸手当に含むもの。

ａ 労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当（役職手当、資格手当、資格ではないが労働者の一定の能力に対する手当等）。

（ﾛ）諸手当に含まないもの。

ａ 月ごとに支払われるか否かが変動するような手当（時間外手当（固定残業代を含む）、休日手当、夜勤手当、出張手当、精勤手当、報奨金等）

ｂ 労働と直接的な関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される手当（家族手当（扶養手当）、通勤手当、別居手当、子女教育手当、皆勤手当、住宅手当等）。

（ハ） 上記（ｲ）、（ﾛ）で挙げた手当以外の手当については、手当の名称に関わらず実態により判断することとし、上記（ｲ）に挙げた手当であっても、

月ごとに支払われるか否かが変動するような手当と認められる場合は諸手当から除外し、上記（ﾛ）に挙げた手当であっても、例えば以下のように、

月ごとに支払われるか否かが変動しないような手当は諸手当に含めることとする。

ａ 扶養家族の有無、家族の人数に関係なく労働者全員に対して一律に定額で支給する家族手当。

ｂ 通勤に要した費用や通勤距離に関係なく労働者全員に対して一律に定額で支給する通勤手当。

ｃ 住宅の形態（賃貸・持家）ごとに労働者全員に対して一律に定額で支給する住宅手当。

ニ 当該賃金額を確認するための書類として、賃金台帳等またはその写しをあわせて提出してください。

ホ 対象労働者の離職日が本計画の提出日の直近の賃金支払日の属する月から一定期間が経過しており、かつ当該賃金額が実際の離職時賃金と異なる場合であって、

対象労働者本人が再就職援助計画対象労働者証明書に記載された賃金を離職時の賃金に更新することを希望した場合は、事業所管轄安定所長から離職時の

賃金に修正していただくようにご連絡することがあります。


